










○ ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、事業所に、以下について、利用者に説明を行うととも
に、介護サービス情報公表制度において公表することを求める。【省令改正】
・ 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各

サービスの利用割合
・ 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各

サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合

概要

２．（６）① 質の高いケアマネジメントの推進（特定事業所加算の見直し等）②

○○事業所（○％）

説明
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介護情報公表システム
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福祉用具貸与
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【居宅介護支援事業所】

掲載

介護情報公表システムの運営情報において公表

＊ 各サービス（特定事業所集中減算対象サービス）を位置付けたケアプラン数／事業所のケアプラン総数

【居宅介護支援】
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○ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。

ア 訪問系サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス（地域密着型通所介護、
認知症対応型通所介護を除く）及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対して
サービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めること
とする【省令改正】。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以
上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を
付することは差し支えないことを明確化する【通知改正】。

イ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合
が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業
所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利
用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっている
かの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。

（居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周
知期間の確保等のため、10月から施行）

概要

５．（１）⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における
適正なサービス提供の確保

【ア：訪問系サービス★（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス★（地域密着型通所介護、認知症対応型通所介
護★を除く）、福祉用具貸与★ イ：居宅介護支援】





居宅介護支援事業所の人材確保

〇居宅介護支援事業所における管理者要件について、事業所の人材確保に関する状況等を考慮し、経過
措置期間を令和９年３月３１日まで延長するとともに、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である
等ややむを得ない理由がある場合について、主任介護支援専門員を管理者としない取り扱いを可能とす
る。【条例改正】

概要

管理者要件

管理者要件の猶予

〇令和３年４月１日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護
支援専門員であること。
ただし不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできない事業所はその理由と今後の管理者確
保のための計画書を提出することで要件を猶予することができる。※保険者判断で猶予期間の延長可能

〇令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所について
は、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和９年３月
３１日まで猶予する。


